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原著論文

妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の
発生予防に向けた看護職による相談支援

Counseling and support focused on social isolation by nurses for preventing 
the occurrence of child abuse among pregnant women and mothers
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要旨
【目的】
妊産婦（妊婦および乳児を育てる母親）に対する孤立に着目した児童虐待の発生予防に向けた看護職による相談支援を明
らかにする。

【方法】
対象は A 県内二市に勤務し、母子保健分野勤務経験年数 5 年以上で、支援者が少ない妊産婦に対する相談支援経験を有す
る看護職 7 名である。研究デザインは質的記述的研究であり、半構造化面接を実施した。逐語録を作成し、質的帰納的に
分析した。倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】
妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の発生予防に向けた看護職による相談支援として、6 の【カテゴリー】および 27
の《サブカテゴリー》が抽出された。支援者が少ない妊産婦は他者との関わりに困難や抵抗を感じて、看護職は【話をし
てもらえる関係性を築く】【母親の真のニーズを汲み取る】【家族や地域社会からのサポート状況を汲み取る】【母親の育児
の主体性を高める】【母親が一人で抱える育児に対する不安を和らげる】【専門職との接点を窓口に地域や他者との関わり
に広げる】などを行っていた。

【考察】
妊産婦が親族から適切なサポートが得られにくく地域に相談支援者が不在の場合は、育児の負担を一人で抱えやすいため、
看護職が子の成長を一緒に見守り、母親のペースに合わせ育児の辛さに寄り添うことが孤立に着目した児童虐待の発生予
防に向けて重要である。
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Abstract
［Objective］
To clarify the consultation support by nurses for preventing isolation and the occurrence of child abuse among 
pregnant women and mothers.

［Methods］
The participants were seven nurses who worked in two cities in A prefecture，had more than five years of experience 
in the field of maternal and child health，and had experience in providing consultation support to expectant and 
mothers with low social support network. The research design was a qualitative descriptive study，and semi-structured 
interviews were conducted. Transcripts were analyzed qualitatively and inductively. This study was approved by 
Institutional Review Board.

［Results］
The following categories were extracted. Expectant and mothers felt difficulties and resistance in interacting with 
others. Therefore，nurses were able to “Establishing a relationship that mothers can talk，” “Understanding the true 
needs of mothers，” “Understanding the state of support from the family and community，” “Increasing mothers’ 
independence in childcare，” “Easing mothers’ anxiety about childcare on their own，” and “Expanding relationships with 
the community and others through contact with professionals.”

［Discussion］
Expected and mothers with low social support network are less likely to receive appropriate support from their 
relatives and are more likely to take on the burden of childcare alone because there are less consultation supporters in 
the community.

Ⅰ．緒言
2020（令和 2）年における児童相談所での児童虐待相談

対応件数は 205，029 件（速報値）であり、前年比増 +5.8%
で 1999（平成 11）年度の 11，631 件の約 20 倍と年々増加の
一途をたどり、児童虐待による死亡事例は毎年 50 件超で
推移し、2019（令和元）年度は 72 例（78 人）となり（厚
生労働省，2021a）、児童虐待は重要な社会問題である。ま
た、2019（令和元）年の児童虐待相談の対応件数は 193，780
件で、2018 年度に比べ 33，942 件（21.2%）増加し、主な虐
待者別構成割合をみると「実母」が 47.7% と最も多く、次
いで「実父」が 41.2% となっている（厚生労働省，2021b）。
さらに、同年度の心中以外の虐待死事例の年齢別内訳を見
ると、0 歳児の占める割合が 49.1% と前回より増加して最
高、中でも生後 3 か月までに死亡した事例は 0 歳児の約 8
割を占めた（厚生労働省，2021c）。養育者、特に母親に対
する妊娠期からの予防的支援が必要である。我が国では
2000 年の児童虐待防止法制定以降、児童虐待対策は進展し
てきた。2004 年の同法改正では、第一条「目的」に「児童
虐待の予防及び早期発見」が加えられ、児童福祉法の改正
とあわせて、児童虐待の早期発見、早期からの予防的支援
を組み込んだ総合的な対策が推進されてきた（鈴木ら，
2015）。「健やか親子 21（第二次）」（厚生労働省，2015a）に
おいては、安心して子どもを生み、子どもが健やかに成長
できるような社会になるための重点課題として、妊娠期か
らの児童虐待防止対策が示されており、妊娠期からの妊産
婦、すなわち、妊婦および乳児の母親に対する継続的な予
防的支援は重要である。

「子ども虐待対応の手引き」（厚生労働省，2015b）におけ
る児童虐待の要因には保護者側、子ども側、養育環境の要
因があると指摘され、保護者側の要因として望まぬ妊娠や
若年妊娠、愛着形成不足、経済的問題、精神疾患、孤立な
どが挙げられる。特に妊産婦の孤立は重大な児童虐待の要
因の 1 つである。児童虐待の要因に関する先行研究および
システマティックレビューでは、親族や友人などからの
ソーシャルサポート（Seagull，1987；Coohey，1996；Stith 
et al.，2009）、近隣の人々とのつながりや支援的な地域か否
か等の社会的環境が（Fujiwara et al.，2016；Coulton et al.，
2007）不足すればリスク要因になり、支援により充足すれ
ば保護要因となりうる重要な可変要因とされている。さら
に経済的困難や夫婦間不和など他の要因が重なることで、
児童虐待の可能性が高まる（藤田，2012）。そのため、社会
的孤立は、虐待の発生予防に向けて最も基盤となる最重要
な要因である。11県の児童虐待防止マニュアルおよび母子
保健活動指針で虐待リスク項目として「親族や地域社会か
らの孤立」が挙がっている（辻，2016）。　　

社会的孤立は、使用者によって意味合いが異なるが、日
本においては、多くは「家族、友人、近隣の人々などとの
交流や接触がない、もしくは乏しい」という意味で用いら
れており、本人以外から客観的にわかる状態として本人の
主観的な経験である孤独感とは区別されている（小辻，
2011）。社会的孤立による影響としては、乳幼児を育てる
母親では、孤独感の高さと関連すること（佐藤ら，2014；
Arimoto et al.，2021）、育児不安や産後うつに関連し児童虐
待の発生にもつながること（横田ら，2004；有本，2007；
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2013）が示されている。わが国においては長期的な少子化
や核家族化があり、地域のつながりの希薄化、母親への育
児役割の集中など、妊産婦は社会的孤立を生じやすい状況
にある。加えて昨今では、新型コロナウィルス感染拡大に
よる外出自粛に伴う親族・友人・育児仲間・近隣住民との
交流機会の縮小、既存の支援事業の利用への困難性などの
課題が生じている。

母親の妊娠期から出産を経て、児の誕生後における新生
児期から乳児期まで継続して相談支援を行う専門職とし
て、保健師や助産師（以下、看護職）は児童虐待の発生予
防において大きな役割を担っている。市区町村で母子保健
活動を担う看護職は妊娠届出時面接、母親学級などを通じ
て妊婦と出会い、乳児の母親には新生児訪問、健康診査、
健康教育、グループ・組織などを通じて母親を支援してき
た（鈴木ら，2015；辻，2016；佐藤，2002）。なかでも相談支
援は、母子手帳交付時や健康診査時の面談、電話、家庭訪
問など様々な場面でみられる。国全体として妊産婦の孤立
の軽減や児童虐待を予防するために、養育支援が特に必要
と判断された家庭に対して養育支援訪問事業が展開され
ている（厚生労働省，2018）。さらに子育て世代包括支援セ
ンターでは、妊娠期から育児期までの支援を切れ目なく提
供するために相談支援等を行っている（厚生労働省，
2018）。すなわち、妊産婦の孤立の軽減および児童虐待の
発生予防に向けた看護職による相談支援はますます重要
である。
「子ども虐待対応の手引き」（厚生労働省，2015b）や「子

どもの虐待予防のための保健師活動マニュアル」（佐藤，
2002）等により看護職の業務上の指針は示されている。さ
らに、児童虐待予防に向けた妊産婦への支援における保健
師の判断に着目した先行研究（中原ら，2016）では、保健
師が、妊娠届出時から母親が人間関係における距離の取り
にくさを感じていると判断し、母親が実際に家族状況の複
雑さや産むことへの迷いを抱えていることが示されてい
る。また、母親の育児力の評価（古川ら，2017）や特定妊
婦に対する支援プロセス（黒川ら，2017）に関する研究か
ら、保健師による児童虐待予防に向けた母親への早期支援
の重要性が報告されている。しかし児童虐待の発生予防に
向けて、妊産婦の孤立に着目した看護職の相談支援におけ
る判断や傾聴、助言、調整等の行為に関する先行研究は筆
者の知る限りは見当たらない。児童虐待発生予防の重要性
が増している背景を踏まえると、看護職の暗黙知として潜
在している妊産婦への看護職による孤立に着目した児童
虐待の予防に向けた相談支援を明らかにすることは、相談
支援の充実、ならびに児童虐待の発生予防につながると考
えられる。本研究は、妊産婦に対する孤立に着目した児童
虐待の予防に向けた看護職による相談支援を明らかにす
ることを目的とする。

【用語の操作的定義】

・  「孤立」：「1）家族関係上の課題により夫やパートナー、
実父母、義父母等の親族からの適切なサポートが得られ
ない、2）地域社会の近隣住民と交流がなく、周囲に相談
者や支援者がいないことの両方に該当する状態」

・  「相談支援」：「相談時の看護職の判断や傾聴、助言、調整
などの行為」

Ⅱ．研究方法
1．対象

対象は A 県内の二つの市に勤務し、母子保健分野におけ
る勤務経験年数 5 年以上の看護職で、本研究における孤立
の操作的定義にあてはまる妊産婦に対して相談支援を
行った児童虐待対応経験年数を 5 年以上有する看護職 7 名
である。リクルート方法は、研究者から各市母子保健分野
を担当する部署に電話および文書により依頼を行い、承諾
を得た各市の管理者（母子保健部署の課長・係長級にある
保健師）から、対象者の紹介を受けた。その後、研究者よ
り対象者へ文書により説明を行い、承諾を得た。
2． 研究デザイン

いまだ明らかにされていない実践を具体的に記述する
ため、質的記述的研究（Sandelowski，2000；Bradley et al.，
2007；グレッグら，2007；Colorafi，& Evans，2016）とした。
3．方法
1）データ収集方法

データ収集期間は 2018 年 10 月から 11 月である。保健
師経験および児童虐待予防に関する質的研究の経験を有
する研究者が対象者の所属施設内の個室にて、インタ
ビューガイドを用いた半構造化面接を 44 分から 56 分（平
均 51 分）実施した。看護職が実際に行った支援内容を抽
出するために、看護職が相談支援した事例を 1 例選定して
もらい、その事例について支援経過を聞いた。看護職 1 人
につき 1 事例、計 7 事例が選定された。事例の選定条件は、
孤立の操作的定義にあてはまる妊産婦、妊娠期から支援開
始し支援期間に児童虐待による児童相談所への通告に
至っていない明らかな児童虐待が生じなかった、過去 2 年
以内に支援開始したとした。面接では基本属性調査票を用
いて、看護職の基本属性（職種、年代、経験年数、母子保
健担当年数、虐待予防研修の受講の有無）および支援事例
の属性（妊産婦の年代、支援開始時期、支援期間、支援開
始の経緯、状況）について聞き取った上で、「妊産婦から
の相談内容」「妊産婦からの相談内容に対する相談支援」に
ついて尋ねた。インタビューガイドは「リサーチクエス
チョン：保健師等が行った妊産婦に対する児童虐待発生予
防に向けた相談支援はどのようなものか。」に基づき設定
した。具体的には、（1）妊婦および乳児の母親への相談支
援として、妊産婦に対してどのような支援をしたか①妊産
婦が孤立していると判断した理由とその根拠とした事実、
②初対面の妊産婦に対して、不信感を与えることなく、
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ニーズを把握するために配慮したこと、④単発の相談で終
わらず支援を継続するために工夫したこと、（2）周囲の夫
や実父母、義父母などとの関係やサポート体制について、
どのように見極め対応したか。①夫や家族のサポートが期
待できないと判断された理由、②夫や実父母、義父母にサ
ポートしてもらえるような働きかけ、家族からのサポート
不足を補うために、どのように支援したか）、（3）地域社
会からの孤立についてどのように見極め、どのような対応
をしたか①家族以外の相談者や支援者もおらず、地域社会
から孤立している状況を把握した方法、②地域住民から支
援が得られるように働きかけたか否かとその理由）。（4）そ
の他相談支援を行う中での留意点であった。インタビュー
は許可を得た上で IC レコーダーに録音ならびに記録し
た。
2）データ分析方法

質的記述的研究に関する文献（Sandelowski，2000；
Bradley et al.，2007；グレッグら，2007；Colorafi，& Evans，
2016）を参考に分析した。IC レコーダーに録音した内容を
全て逐語録化し、「妊産婦が孤立していると判断した理由」
および「看護職による相談支援」に着目しながら意味内容
の伝わる最小単位の文脈を抽出してコード化を行った。そ
の後、類似性のあるコードを集約しながら比較検討を行
い、サブカテゴリー化、カテゴリー化を行った。なお、分

析の信頼性、妥当性を確保するため、質的研究の経験を有
する地域看護学研究者からスーパーバイズを受けながら
進めた。
4．倫理的配慮

本研究は横浜市立大学医学研究倫理審査委員会の承認
を得て実施した（承認番号 A180800013）。各市の管理者お
よび対象者には説明資料を事前に送付し、一定期間を置い
て同意を得た後に、対象者には改めて面接前に文書と口頭
にて研究の意義、目的、方法、参加と途中辞退の自由、個
人情報の保護、データ管理の徹底、対象者が不利益を被ら
ないこと等について説明し、本人の自由意思のもとで書面
にて研究協力の同意を得た。

Ⅲ．結果
1．研究協力者および事例の概要（表 1）（表 2）

研究協力者の概要を表 1 に、語られた事例の基本属性を
表 2 に示す。看護職は助産師 3 名、保健師 4 名であり、年
齢は 40 〜 50 歳代であった。事例は母親 7 名であり、年齢
は 20 歳代 1 名、30 歳代 6 名であった。協力施設は 2 市の
保健センターであり、A 市より 2 名、B 市より 5 名の協力
が得られた。
2．  妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の予防に向け

た看護職による相談支援（表 3）

表 1．研究協力者の概要
表１．研究協力者の概要

職種 年代
保健師/助産師

経験年数
母子保健/児童
虐待担当年数

虐待予防研修の
受講の有無

Ａ氏 助産師 50歳代 31年 22年 有
Ｂ氏 保健師 50歳代 34年 29年 有
Ｃ氏 保健師 50歳代 27年 10年 有
Ｄ氏 保健師 40歳代 24年  8年 有
Ｅ氏 助産師 40歳代 12年 12年 有

Ｆ氏 保健師 40歳代 15年 10年 有

Ｇ氏 助産師 50歳代  9年  9年 有

表 2．支援事例の概要
表２．支援事例の概要

年代 支援開始時期 支援期間 支援開始の経緯 状況
30歳代 妊娠20週台 1～1.5年 母子手帳交付 地域社会からの孤立 ＤＶ 精神的健康
30歳代 生後1か月 1～1.5年 病院の退院の連絡 地域社会からの孤立
30歳代 生後1か月 0.5～1年未満 産後ケアの利用 地域社会からの孤立 家族関係の不和
30歳代 妊娠30週台 1～1.5年 他自治体からの転入 地域社会からの孤立 家族関係の不和 経済的問題
30歳代 生後0か月 0.5年未満 新生児訪問 地域社会からの孤立
30歳代 妊娠20週台 1～1.5年 他自治体からの転入 地域社会からの孤立 転居を繰り返す ひとり親
20歳代 妊娠10週未満 0.5～1年未満 電話によるフォロー 地域社会からの孤立 家族関係の不和 ＤＶ

DV:ドメスティックバイオレンス
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表 3．妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の発生予防に向けた看護職による相談支援
カテゴリー サブカテゴリー コード コードを表す代表的な語り（抜粋）

初対面で警戒させない 子育てを応援する姿勢を示す
どんな人かなって警戒するのがすごく見て分かったので、私はお母さんの子育てを応援する側だよっ
ていうのをみせていきますね。

警戒しないよう訪問目的を話す 他の事業があって近くまで来たんだけど急にごめんねって言って。警戒しないように。

看護職の役割や立場を伝える 立場と訪問で何をするかを先に説明する
自分で電話でアポイントを取ってから訪問に行くので、その時点で私が伺って何をするのかってとこ
ろを説明する。

身分と行政としての立場を話す
詐欺とかがあるから自分が怪しくない身分の人だよってことは言って、あとは行政の立場の保健師と
して心配してるよって。

定期的に訪問して心配を伝える
定期的に行ってあなたのことを心配していますよってアプローチするしかないんですよ。

支援者の存在を伝えておく ニーズはないけどここはあなたのサポートをする人がいるんだよって伝えておくと、ほんとに困った
ときに電話をしてくれる。

構えなくてよい雰囲気を作る しっかり面接しますっていう雰囲気だと構えちゃうので、でも専門的なことを聞けるよって環境は
作っていきますね。

気持ちが出せるよう配慮する 一番配慮をすることは話を話せてもらえるかなってことですね。体裁を整えるのではなくって、気持
ちがだんだん出せていってもらえたらいいなって思うので。

妊産婦の話すことへの抵抗を
軽減する

皆が経験することと話す
これは皆やるんですよ、とか公的な機関であることを利用して、最低限は最初にできるように工夫し
ていますね。

最初から根堀り葉堀り聞かない
やっぱり言いたがらないっていうのは心の中に留めておきますね。最初から言いたがらないのに、根
掘り葉掘り聞かないようにまあ何かの雑談のなかで出てくればいいかなっていうのはありますね。

辛さに共感をしながら耳を傾ける
聞くっていうよりかは、お辛いんですねっていうところの共感をしながら、お話をきくようにしてい
ますね。

言葉を受け止めそのまま繰り返す
具体的には言ってきたことを繰り返します、そのまんま。叩きたくなるんですっというのに対して、
そういう風に思うんですね、叩きたくなるんですね、とまずは繰り返すかな。

妊産婦が何に困っているのか
見聞きし感じ取る

反応と質問からニーズを類推する
一通りは説明して、そこにどういう反応をして、やっぱり聞きたいって思うとお母さんからも質問が
出てくるので、この方はここにニーズがあるんだなっていうのを判断して。

発信がなくても困りごとに視点を向ける
お母さんは孤立してるって発信しないで、静かに困っている。私たちがこの辺が大変なんじゃないか
とか、こういうとこどうなのって視点を持っている。

妊産婦の言動の背景に思いを
巡らす

言動に隠れた背景に誠実に寄り添う とにかく、誠実に対応していく。本当に話したいことは何なのかな、伝えたいことは何なのかな、隠
していることは何なのかな、裏ってどうなのかなっていうのを、特に反発をされたり、揺さぶってい
る人はたくさんいるけれど、こういう人はどうしてそういう風にしてくるのかなって背景に寄り添う。

言葉の裏側に何があるかを考える このかたが喋っていることの裏側はなにかなっていうのを考えながら聞きますね。

一回一回の機会を大事にする 機会とかタイミングとかを一回一回大事にしていく。

必ず次の訪問予定を約束して帰る 私行くときは必ず次の日、次の週いつごろ行きますよっていうのは予定して帰ってくるんです。

職場の中で共通認識を保つ
誰が出ても同じスタンスでいたいので。職場の中では共通認識を保つために、改めてはしていないん
だけどしょっちゅう話していますね。

共通認識をもって同じケアをする
請け負ってくださる方とこっちが共通認識をもって同じケアをしていくってことが大事だったなって
思いましたね。

妊娠中からサポートを把握する 妊娠中の生活から家族のサポートを推測する
旦那さんの実家からのサポートは、妊娠中のつわりのときとかに、食事とか手伝いがあんまりなかっ
たのかなって。

支援者のない産後の生活を具体的に確認する
お産を考えてみたときにね、誰も手伝いがないっていうのは、じゃあお買い物どうするの？とかその
ときお母さんやってくれるの？とかそういうようなとこをから聞きますね。

家族との関係性を見極める 孤立につながる夫婦関係を見極める このお母さんとお父さんの関係性の見極めとかがサポートと孤立にもつながると思う。

生育歴から実家との関係を考える
家族的に考えた場合お母さんの実家がまずあがってくると思うんですよね、その見極めをする場合に
生育歴をちょっと聞いたりします。どうだったかなって。

今あるサポートの質を読み取る 家族の存在だけをサポートとは考えない いることがサポートにならないことも多々あって、夫が育休取っていた間だけ疲れちゃったとか。

妊産婦が望むサポートか確認する 家族のサポートがあっても、自分が望んでいないサポートを受けている人もいるし。

出産後の居場所を尋ね整える
ひとりでは育てられないから、どうするか、どこに出産後帰るのか、というところはきちんとしたほ
うがいいよねって言った。

出産後の準備について話をする 産んだ後の準備とか大丈夫かな、みたいな感じで話をしますね。

子どもの将来の社会性を見据えて
伝える

先の予測と可能性を伝える 子どもがやっぱり将来一人で生きていけると思うだろうけど、人間は社会的な生き物だからって話を
する。困っていないっていないって言われても、この先こういうことも起きて、困る可能性もある
よって感じで。

子どもの社会性を育む場の利用を提案する お子さんが後々社会性を持って育っていくには、地域にも出て行かないといけないし、子育て支援セ
ンターはどう？って話をする。

妊産婦のできていることを伝える できているところとかいいところとかを伝えつつ最低限こういうところはというのも伝えつつ。

少しでも頑張れたことを褒める 少しでもがんばれたことは一緒に確認して、褒めていく。

子どもの成長を一緒に見守る 子どもの成長を言葉で伝える 子どもが大きくなったねって、あと健診があるから次は６ヶ月だねって。

家庭の育児環境を一緒に確認する
赤ちゃん教室とかやっぱり来なかったから、訪問した後子どもの育てる環境確認したほうがいいねっ
てなって。

育児の小さな糧に気づけるよう声かける
毎日こんなだけど、子どもが笑ってくれれば楽しいな、とか子どもがこんなことできて嬉しいな、と
かちょっとのいいことを糧にがんばっていけるように。

自ら育児を継続できることを目指す
目指すものは必要なときに必要なところに自分からアクションができるようになること、自分から育
児を継続していくことですね。

妊産婦に合った手段で接点を持つ 多様な手段でつながりを切らない 職場の携帯からショートメールをしてみると返ってくる人もいるんですよ。

色々な手段を使いながら、切れないようにはしていますね。

妊産婦が受け入れられる方法を探る
前提はやっぱり訪問なんですけど今はなかなか難しければ、違う方法でその人が何だったら受け入れ
てくれるかっていうのは相手に合わせています。

妊産婦の個別のニーズに応える 具体的な育児の方法と目安を提示する
自分なりにやっているけどうまくいかなくて聞いている人もいるから、今度はこれくらいって具体的
に提示してみる。

希望に応じて訪問時期を早める 母親から訴えがあれば訪問を早めることもありますね。

妊産婦のペースに任せて一緒に過ごす
お母さんのペースにお任せしながら、黙っているんであれば10分でも一緒に黙っていて。そんなとこ
ろはすごく気をつけるようにしていますね。

妊産婦からの声かけを待つ
ママにも体得してもらいたいので、やりすぎは絶対いけないことだと思っているんですね、自分で
言ってきてくれることを待つ感じで。

一人で育児を抱えていないか気持ちに寄り添う 育児って大変だから一人で抱えちゃってない？っていうふうに気持ちに寄り添っていけるように話を
します。

育児を助けてもらう必要があると話す 育児って１人じゃできないんだよっていう話を、１人だと結構しんどいよ、助けてもらう必要がある
よって話をして。

妊産婦にあるべき論を押し付けない
お母さんはこうあるべきでしょっていうふうに押し付けはしないように自分の中では気をつけている
かな。

妊産婦の考えを尊重しながら見守る
自分のお考えがある方なので、そこも尊重しながら、少しずつでも地域に目を向けられればいいなあ
と見守っていた。

専門職との接点を窓口
に地域や他者との関わ
りに広げる

妊産婦とつながりが切れない
ようにする

最初からつながりを切れないように継続する
より継続できるように、最初からのつながり、切れないようなつながりを持っていくためにはどうす
るかってことが一番のポイント。

医療機関と連携し複数の連絡先を把握する
継続的に支援するためには、複数の連絡先を把握する、そして医療機関との連携をしていく。

妊産婦を支える専門職と制度を紹介する 助けてもらえる人についてこういう制度もあるよっていうのを伝えていく。

妊産婦が相談できる人と外出場所を確保する
せめて信頼できる、相談できる人とか出てこれる場所を確保しておくかな。とりあえず区の色々なと
ころを窓口にっていうところですかね。

所属機関への来訪を勧め面談を続ける 毎回毎回わざわざここに来てもらって、毎回毎回泣いてお帰りいただくっていうことをほんとに初期
の段階はずっとそれを繰り返してっていうのをやってきました。

面談を繰り返すことをケアと捉える 毎回毎回めんどくさいけれども、一回ずつここに来てもらって、それぞれで面談をしていくことに
よって、ダブルのケアができるよねっていうのを。

妊産婦の支援者との顔の見える関係を大事にす
る

仲間たちの関係性を私はとっても大事にしていて、とにかく顔が見えるのがとにかく大事だなと思っ
ています。

地区内で妊産婦が相談できる仕組みを作る 目指すのは地区が見えて行く、関係性ができていく、こういうときは誰に相談したらいいかなってい
うのを作っていうのを第一歩として仕組みを作っていくのが大事だなって思っています。

妊産婦が一人で抱える
育児に対する困難に
寄り添う

気にかけていることを何気なく
伝える

妊産婦と会えるタイミングを
大事にする

妊産婦のできているところを
褒める

表３．妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の発生予防に向けた看護職による相談支援

妊産婦の苦しさや辛さを
受け止める

妊産婦が話しやすい環境をつくる

話をしてもらえる
関係性を築く

妊産婦の真のニーズを
汲み取る

家族や地域社会からの
サポート状況を
汲み取る

妊産婦の育児の主体性
を高める

妊産婦の支援者との顔の見える
関係を大事にする

一人で育児を背負う妊産婦の
ペースに合わせる

妊産婦に出産や育児の道筋を
伝える

誰もが同じように関われるように
多職種で共通認識をもつ

役所への来訪も一つのケアとして
位置づける

地域の関係機関や事業につなぐ

育児へのモチベーションを
維持する

ありのままの妊産婦を受け入れる

妊産婦が一人で抱える
育児のしんどさに寄り添う
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分析の結果、165 のコード、27 のサブカテゴリー、6 の
カテゴリーを生成した。表3にコードを表す代表的な語り、
コード、サブカテゴリー、カテゴリーを示した。以下、コー
ドを表す代表的な語りの抜粋を「」、サブカテゴリーを《 》、
カテゴリーを【 】として結果を説明する。
1）【話をしてもらえる関係性を築く】

妊産婦に対して、看護職は「どんな人かなって警戒する
のがすごく見て分かったので、私はお母さんの子育てを応
援する側だよっていうのをみせていきますね」など《初対
面で警戒させない》ように関わっていた。「自分が何をで
きるか分かってもらうことが必要（中略）」と《看護職の
役割や立場を伝え》ていた。支援者の受け入れが難しい人
に対しては、「定期的に行ってあなたのことを心配してい
ますよってアプローチするしかないんですよ」と《気にか
けていることを何気なく伝える》といった配慮をしてい
た。看護職は「（中略）でも専門的なことを聞けるよって
環境は作っていきますね」と《母親が話しやすい環境をつ
く》っていた。そのような環境のなかで「（中略）最初か
ら言いたがらないのに根掘り葉掘り聞かないように、まあ
何かの雑談の中で出てくればいいかなっていうのはあり
ます」と《妊産婦の話すことへの抵抗を軽減する》工夫を
行っていた。妊産婦から話を聞くなかで「（中略）こちら
でもちょっと困るような発言が見られた時も、アドバイス
というよりかはまずは受け止める」と《妊産婦の苦しさや
辛さを受け止め》ていた。
2）【妊産婦の真のニーズを汲み取る】

看護職は「一通りは説明して、（中略）やっぱり聞きた
いって思うとお母さんからも質問が出てくるので、この方
はここにニーズがあるんだなって判断して」「具体的にお
母さんに困っていることある？って聞きますね」など《妊
産婦が何に困っているのか見聞きし感じ取る》ことに努め
ていた。妊産婦の話を聞きながら看護職は「この人が喋っ
ていることの裏側は何かなっていうのを考えながら聞き
ますね」など《妊産婦の言動の背景に思いを巡らせ》てい
た。妊産婦の真のニーズを汲み取るためには、「私が行く
ときは必ず次の日、次の週いつごろ行きますよっていうの
は予定して帰ってくるんです」と《妊産婦と会えるタイミ
ングを大事にする》ようにしていた。さらに「請け負って
くださる方とこっちが共通認識を持って同じケアをして
いくってことが大事だったなって思いましたね」など《誰
もが同じように関われるように多職種で共通認識をもつ》
ことで、妊産婦の真のニーズを汲み取り、多職種で連携し
て支援していた。
3）【家族や地域からのサポート状況を汲み取る】

看護職は妊婦と妊娠中から継続的に関わり、「お産を考
えてみたときにね、誰も手伝いがないっていうのは、じゃ
あお買い物どうするの？とかそのときお母さんやってく
れるの？とかそういうようなとこから聞きますね（中略）」

と《妊娠中からのサポートを把握》していた。親族からの
サポートは、「家族的に考えた場合お母さんの実家がまず
あがってくると思うんですよね、その見極めをする場合に
生育歴をちょっと聞いたりします。どうだったかなって。」

「おばあちゃんいるからいいね、で済まされない感じがし
て、実は親子関係色々あったりとか」と《家族との関係性
を見極める》ことで、サポート状況を汲み取っていた。さ
らに看護職は今あるサポートの有無や量を読み取るだけ
でなく「家族のサポートがあっても、自分が望んでいない
サポートを受けている人もいるし」と《今あるサポートの
質を読み取》っていた。
4）【妊産婦の育児の主体性を高める】

妊産婦のうち頼れる人がおらず、育児の知識や技術を知
る機会が得られにくい場合には、看護職は「ひとりでは育
てられないから、どうするか、どこに出産後帰るのかって
いうところはきちんとしたほうがいいよねって言った」と

《妊産婦に出産や育児の道筋を伝え》ていた。また「困っ
ていないって言われても、この先こういうことが起きて、
困る可能性もあるよって感じで」など《子どもの将来の社
会性を見据えて伝える》ことで、妊産婦が子どもの未来を
見通して人との交流機会を選択できるように関わってい
た。不安が強く育児に自信がない様子の妊産婦へは、看護
職は「できているところとかいいところとかを伝えつつ、
最低限こういうところはっていうのも伝えつつ」と《妊産
婦のできているところを褒め》ていた。産婦ひとりでの子
育ては負担が大きいため、「子どもが大きくなったねって、
あと健診があるから次は 6 ヶ月だねって」など《子どもの
成長を一緒に見守る》姿勢を示していた。日々の中で産婦
が主体的に子育てをできるように「（中略）子どもがこん
なことできて嬉しいな、とかちょっとのいいことを糧にが
んばっていけるように」と《育児へのモチベーションを維
持する》ために関わっていた。
5）【妊産婦が一人で抱える育児に対する困難に寄り添う】

看護職は「（中略）違う方法でその人が何だったら受け
入れてくれるのかっていうのは相手に合わせています」と

《妊産婦に合った手段で接点を持》っていた。妊産婦の真
のニーズを汲み取った上で「自分なりにやっているけどう
まくいかなくて聞いている人もいるから、今度はこれくら
いって具体的に提示してみる」など《妊産婦の個別のニー
ズに応え》られるよう工夫していた。「お母さんのペース
にお任せしながら、黙っているんであれば 10 分でも一緒
に黙っていて（中略）」など《一人で育児を背負う妊産婦
のペースに合わせ》ていた。看護職は「育児って大変だか
ら一人で抱えちゃってない？っていうふうに気持ちに寄
り添っていけるように話をします。」など《妊産婦が一人
で抱える育児のしんどさに寄り添》い、妊産婦の育児に対
する不安を和らげていた。「お母さんはこうあるべきで
しょっていうふうに押し付けはしないように自分の中で
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は気をつけている」と《ありのままの妊産婦を受け入れる》
ことを留意していた。
6）【専門職との接点を窓口に地域や他者との関わりに広げる】

看護職は「より継続できるように最初からのつながり、
切れないようなつながりを持っていくためにはどうする
かってことが一番のポイント」など、《妊産婦とつながり
が切れないように》していた。「せめて信頼できる、相談
できる人とか場所を確保しておくかな（中略）」と《地域
の関係機関や事業につないでい》た。地域の関係機関や事
業に出向くことが難しくても役所には来やすい妊産婦の
場合は、看護職は「（中略）そこで来るのもひとつのケア
として位置づけをして」と《役所への来訪も一つのケアと
して位置づけ》をしていた。さらに看護職は、完全に地域
から孤立している妊産婦の存在を認識して、地域全体にお
ける孤立防止の必要性を認識していた。妊産婦を専門職だ
けでなく、地域全体で支援していくために、看護職は「目
指すのは地区が見えて行く、関係性ができていく、こうい
うときは誰に相談したらいいかなっていうのを作ってい
うのを第一歩として仕組みを作っていくのが大事だなっ
て思っています。」など《地域住民や多職種と顔の見える
関係を大事に》していた。

Ⅳ．考察
1．  妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待を防ぐ看護職

の相談支援
本研究において、看護職は支援者が少なく孤立と判断さ

れる妊産婦と関わる際に【話をしてもらえる関係性を築
く】ことが明らかになった。先行研究（黒川ら，2017）で
は、保健師が妊婦の抱えている相談事や聴いてほしいこと
を傾聴することで、妊婦とのつながりをつくり、気持ちを
落ち着かせることができることを明らかにしている。支援
者が少ない妊産婦は初対面の人に警戒心を抱きやすいこ
とが語られており、まずは話をしてもらえるような関係性
を築くことが重要と考えられる。また先行研究（中原ら，
2016）では、保健師は妊娠中から出産後も母親とつながり
続けるために、常に母親の思いを重視し、信頼関係を構築
していることが明らかにされており、本研究でも同様で
あった。母親自身が話しやすいような環境づくりを看護職
が行い、話すことへの抵抗感を軽減することで、母親は苦
しさや辛さを少しずつ表出し始めることが出来る可能性
がある。

次に看護職は【妊産婦の真のニーズを汲み取る】ことを
行っていた。先行研究（上野ら，2006）では家庭訪問にお
ける保健師の支援について、母親のニーズに合った社会資
源の導入や育児指導は、信頼関係が構築されてから実践さ
れていたと述べられている。本研究で語られたように、妊
産婦の中で自分の話をすることに抵抗があり、本当の思い
や気持ちを表出することに時間を要する場合には、看護職

は妊産婦が何に困っているのか感じ取り、妊産婦の言動の
背景に思いを巡らすことで妊産婦の真のニーズを汲み取
ることが出来ると考えられる。また、先行研究（中原ら，
2016）において、母親と関わるなかで母親に必ず会えるタ
イミングを逃さないようにしていることが明らかになっ
ている。《妊産婦と会えるタイミングを大事にする》で示
された通り、妊産婦に対する支援が単発の相談で終わらな
いよう、妊産婦と看護職の接点と 2 人で話す時間を作るこ
とで妊産婦から真のニーズを見出しやすくなると考える。

次いで、看護職の相談支援として【家族や地域社会から
のサポート状況を汲み取る】ことが本研究において明らか
になった。先行研究（古川ら，2017）は、母親はどのよう
に子育てしたらいいのかわからないまま子育てしなけれ
ばならなかったり、母親の成育環境から実母に教えてもら
えなかったりする場合も多いと述べられている。本研究で
孤立の定義にあてはまる妊産婦は、家族関係の不和やドメ
スティックバイオレンスなど家族関係上の課題により親
族から適切なサポートが得られない場合が見られたため、
親や夫などの《家族との関係性を見極める》《妊娠中から
サポートを把握する》ことは重要であると考える。また

《今あるサポートの質を読み取る》の通り、家族や地域社
会からのサポートは量的な有無を読み取るだけでなく、質
的な面も考慮し、妊産婦にとって有効活用できるものかど
うか判断していくことが重要である。

また、看護職は【妊産婦の育児の主体性を高める】支援
を行っていることが明らかになった。先行研究（高橋，
2010）では熟練保健師が家庭訪問において、対象の良いと
ころを見つけ、そこを強化し自ら問題解決ができるように
する働きかけを行っていることを明らかにしており、本研
究においても《妊産婦のできているところを褒める》こと
で育児への主体性を高めていたと考えられる。また先行研
究（古川ら，2017）では、保健師は母親に子育てを学ぼう
という意欲はあるか、柔軟な態度で育児ができているか、
冷静に自分の育児に関することを振り返って話すことが
できるかを確認していることが明らかになっている。母親
が育児を日常的に継続していくためには、看護職は《子ど
もの成長を母親と一緒に見守》り、ささいな出来事を糧に
育児に取り組めるように、妊産婦の《育児へのモチベー
ションを維持する》ような関わりが重要であると考える。

加えて、看護職による相談支援として、【妊産婦が一人
で抱える育児に対する困難に寄り添う】ことが明らかに
なった。先行研究（中原ら，2016）では、母親のペースを
守り、自分で決めるのを待つことで母親の主体性を尊重で
き、産後の育児の自信へとつながると述べている。特に支
援者の少ない妊産婦は一人で子育ての負担を抱えており、
育児に対する不安が大きいこともあるため、母親のペース
に合わせて支援をすることが重要である。別の先行研究

（小笹ら，2012；尾ノ井ら，2009）では児童虐待に対する保
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健師の母親への支援として、母親の訴えや思いを傾聴し、
母親の持つしんどさを受容した上で関わっていると述べ
られている。孤立と判断される妊産婦では育児のしんどさ
を共有できる育児仲間や友人などの相談相手が少ない場
合には、看護職は妊産婦の辛さに寄り添った支援が重要で
あると考えられる。

さらに、看護職は【専門職との接点を窓口に地域や他者
との関わりに広げる】ような支援を行っていた。妊産婦が
親族や地域社会から十分なサポートは得られていないも
のの、市の看護職と唯一つながりを持っている場合には、
役所への来訪も一つのケアとして位置づけ、専門職を窓口
として地域や育児仲間（いわゆるママ友）などの他者へと
つなげることができると考えられる。先行研究（鈴木ら，
2015）では、児童虐待予防に向けて保健師が家庭訪問を行
うことで、母親には地域サービスの利用とつながりの拡大
という変化がみられていた。支援者が少なく人との交流へ
のためらいや抵抗感を感じる妊産婦へは、地域の関係機関
や地域で実施される個別・集団単位での相談事業や母親教
室・子育てサロンなどの妊産婦グループでの活動につない
でいくだけでなく、看護職との個別相談によりつながりが
切れないように関わることが重要と考える。
2．本研究の意義及び限界と課題

本研究は、孤立に着目した児童虐待の発生予防に向け
て、孤立の操作的定義を設定したうえで、その定義にあて
はまり、尚且つ虐待予防の観点から様々な背景をもつ妊産
婦に対する自治体で働く保健師または助産師などの看護
職の相談支援について、質的記述的研究により支援者の語
りに基づき暗黙知を明確化したことに意義がある。しか
し、対象者および地域が限定されており少数であるため、
適応範囲は限定的である。また、看護職の振り返りである
ため、過去の出来事や経験の想起により得られた回想の正
確性の限界が考えられる。今後は対象者数および対象地域
を拡大していくとともに、当事者を対象に含めた研究を行
う必要がある。

Ⅴ．結論
妊産婦に対する孤立に着目した児童虐待の発生予防に

向けた看護職による相談支援を明らかにすることを目的
に、支援者が少ない妊産婦に対する相談支援経験を有する
看護職 7 名を対象に半構造化面接を行った。研究デザイン
は質的記述的研究であった。分析の結果、【話をしてもら
える関係性を築く】【妊産婦の真のニーズを汲み取る】【家
族や地域社会からのサポート状況を汲み取る】【妊産婦の
育児の主体性を高める】【妊産婦が一人で抱える育児に対
する困難に寄り添う】【専門職との接点を窓口に地域や他
者との関わりに広げる】の【カテゴリー】が抽出された。
妊産婦は、親族からのサポートが得られにくく地域に相談
支援者が不在である場合には、育児を一人で抱え込みやす

いため、看護職が子の成長を一緒に見守り、妊産婦のペー
スに合わせ育児の辛さに寄り添うことが、孤立に着目した
児童虐待の発生予防に向けて重要である。
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